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青少年科学館 

新城幼稚園 

 
　
安
心
し
て
出
産
が
で
き
る 

　
体
制
の
整
備 

　
　
　
妊
産
婦
健
診
の
未
受
診
は
経
済
的
理
由

が
三
分
の
一
を
占
め
る
と
い
わ
れ
る
が
、
健
診

の
助
成
回
数
を
増
や
す
べ
き
で
は
。 

　
　
　
妊
産
婦
健
診
の
重
要
性
と
必
要
性
は
十

分
認
識
し
て
お
り
、
受
診
勧
奨
や
か
か
り
つ
け

医
を
持
ち
や
す
く
す
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の

で
、
現
在
の
助
成
の
内
容
を
見
直
す
と
と
も
に
、

充
実
に
向
け
た
検
討
を
し
て
い
き
た
い
。 

 

　
幼
稚
園
の
整
備 

　
　
　
人
口
急
増
地
域
の
幼
児
教
育
の
場
を
保

障
す
る
た
め
、
公
立
幼
稚
園
を
新
た
に
整
備
す

る
べ
き
で
は
。 

　
　
　
十
九
年
七
月
に
「
川
崎
市
に
お
け
る
幼

児
教
育
の
方
向
性
及
び
市
立
幼
稚
園
（
研
究
実

践
園
）
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
決

定
し
、
そ
の
中
で
周
辺
地
域
の
状
況
を
踏
ま
え

て
、
新
城
幼
稚
園
の
後
継
施
設
と
し
て
認
定
こ

ど
も
園
を
設
置
し
、
生
田
幼
稚
園
は
子
ど
も
施

策
の
強
化
を
全
体
と
し
て
考
え
る
中
で
検
討
を

行
っ
て
い
く
と
の
方
針
を
示
し
た
。
今
後
も
こ

の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
幼
児
教
育
を
推
進
し
て

い
き
た
い
。 

　 　
老
人
医
療
費
助
成
条
例
の
廃
止 

　
　
　
国
の
医
療
制
度
改
正
に
伴
い
市
独
自
の

制
度
も
廃
止
さ
れ
る
が
継
続
す
べ
き
で
は
。 

　
　
　
医
療
制
度
を
安
定
し
た
持
続
可
能
な
も

の
と
し
実
施
さ
れ
る
国
の
医
療
制
度
改
革
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
を
国
が

定
め
る
負
担
割
合
と
同
様
と
す
る
た
め
に
廃
止

す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
制
度
廃
止
に
伴
い
医

療
費
負
担
増
に
対
す
る
経
過
措
置
を
一
定
期
間

実
施
す
る
。 

 

　
中
小
企
業
振
興
策 

　
　
　
す
べ
て
の
中
小
企
業
を
実
態
調
査
し
、

困
難
に
対
応
す
る
た
め
の
新
た
な
支
援
を
行
う

べ
き
だ
が
見
解
は
。 

　
　
　
産
業
振
興
財
団
と
連
携
し
、
中
小
企
業

者
へ
の
直
接
訪
問
や
窓
口
相
談
、
中
小
企
業
団

体
と
の
意
見
交
換
の
ほ
か
各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
実
施
し
、
市
内
中
小
企
業
者
の
実
態
把
握

に
努
め
て
い
る
。
十
九
年
十
月
よ
り
新
た
な
融

資
制
度
を
創
設
す
る
な
ど
中
小
企
業
施
策
の
充

実
に
取
り
組
み
、
産
業
振
興
財
団
で
行
っ
て
い

る
無
料
相
談
や
専
門
家
派
遣
、
出
張
キ
ャ
ラ
バ

ン
隊
、
各
種
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
事
業

を
通
じ
て
中
小
企
業
者
の
抱
え
る
課
題
の
解
決

に
向
け
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
今
後
も
中
小
企

業
へ
の
訪
問
を
積
極
的
に
行
う
な
ど
、
一
層
の

実
態
把
握
に
努
め
、
効
果
的
な
企
業
支
援
に
努

め
て
い
き
た
い
。 

 

　
工
場
地
域
内
の 

　
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
規
制 

　
　
　
高
さ
に
は
一
定
の
制
限
が
か
け
ら
れ
た

が
、
新
た
な
手
法
に
よ
り
日
影
規
制
も
検
討
す

べ
き
で
は
。 

　
　
　
工
業
地
域
の
高
度
地
区
は
住
居
系
と
同

じ
第
三
種
高
度
地
区
の
指
定
を
行
っ
て
い
る
が
、

工
業
地
域
は
日
影
規
制
が
な
く
既
に
立
地
す
る

マ
ン
シ
ョ
ン
と
の
間
に
日
照
確
保
を
め
ぐ
る
ト

ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
、
工
業

地
域
の
高
度
地
区
に
お
け
る
北
側
斜
線
の
変
更

な
ど
、
よ
り
有
効
な
手
法
に
つ
い
て
工
業
地
域

の
指
定
の
趣
旨
を
踏
ま
え
検
討
す
る
。 

 

　
住
民
投
票
条
例 

　
　
　
住
民
発
議
の
権
利
行
使
を
困
難
と
す
る

議
会
関
与
は
要
件
に
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
の

で
は
。 

　
　
　
市
政
に
か
か
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
直

接
住
民
の
意
思
を
確
認
す
る
仕
組
み
で
あ
る
住

民
投
票
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
意

義
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
地
方

自
治
制
度
は
住
民
代
表
で
あ
る
議
会
と
市
長
に

よ
る
間
接
民
主
制
を
も
と
に
し
て
お
り
、
直
接

民
主
的
な
性
格
を
有
す
る
住
民
投
票
実
施
に
当

た
り
住
民
代
表
で
あ
る
議
会
の
意
見
を
踏
ま
え

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
住

民
か
ら
実
施
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
長
か

ら
議
会
に
投
票
実
施
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
、

議
会
の
三
分
の
二
以
上
の
議
員
が
あ
え
て
住
民

投
票
は
必
要
で
な
い
と
の
意
思
を
示
し
た
場
合

に
は
住
民
投
票
を
実
施
し
な
い
仕
組
み
を
設
け

る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
間
接
民
主
制

と
住
民
投
票
制
度
と
の
整
合
性
を
図
り
、
よ
り

安
定
性
の
高
い
政
策
決
定
や
実
施
が
行
え
る
と

考
え
て
い
る
。 

 

　
こ
の
ほ
か
、
新
・
行
財
政
改
革
プ
ラ
ン
素
案

な
ど
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

　
新
実
行
計
画 

　
　
　
区
の
権
限
と
予
算
は
。
ま
た
区
独
自
の

取
り
組
み
は
担
保
さ
れ
る
の
か
。 

　
　
　
新
総
合
計
画
で
は
地
域
の
課
題
を
自
ら

発
見
解
決
で
き
る
市
民
協
働
拠
点
と
す
る
こ
と

を
区
行
政
改
革
の
基
本
方
向
に
掲
げ
て
お
り
、

新
実
行
計
画
で
は
区
の
課
題
解
決
の
取
り
組
み

を
区
計
画
に
反
映
し
、
従
来
の
協
働
推
進
事
業

費
に
加
え
課
題
解
決
予
算
と
し
て
要
求
基
準
額

を
設
定
す
る
な
ど
区
予
算
の
充
実
を
図
る
。
ま

た
区
の
主
体
的
な
企
画
立
案
や
予
算
要
求
、
事

業
執
行
な
ど
の
機
能
全
般
も
向
上
さ
せ
、
区
の

特
性
に
合
わ
せ
た
施
策
展
開
に
取
り
組
む
。 

 

　
住
民
投
票
条
例 

　
　
　
修
正
案
で
は
公
共
公
益
施
設
の
建
設
が

相
当
程
度
進
捗
し
中
止
が
困
難
な
ど
の
事
項
を

削
除
し
て
い
る
が
市
長
の
考
え
は
。
ま
た
条
例

の
提
案
時
期
は
。 

　
　
　
従
前
は
建
設
が
相
当
程
度
進
捗
し
て
い

る
事
案
は
国
な
ど
へ
の
補
助
金
返
還
や
建
設
中

止
に
よ
る
社
会
経
済
上
の
影
響
な
ど
に
よ
り
現

実
的
に
中
止
困
難
な
場
合
も
想
定
さ
れ
、
除
外

事
項
に
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
た
が
、

進
捗
状
況
の
判
断
基
準
が
難
し
く
対
象
の
個
別

具
体
的
な
状
況
を
踏
ま
え
た
判
断
が
必
要
と
な

る
こ
と
か
ら
除
外
し
な
い
こ
と
と
し
た
。
ま
た

条
例
案
は
議
会
権
限
と
の
か
か
わ
り
な
ど
議
会

と
意
見
交
換
し
二
十
年
度
早
期
に
提
案
す
る
。 

 

　
臨
海
部
整
備
事
業 

　
　
　
臨
海
部
再
生
の
重
要
拠
点
地
区
と
し
て

水
江
町
地
内
公
共
用
地
を
有
効
活
用
し
、
先
端

技
術
産
業
や
研
究
開
発
機
関
な
ど
を
立
地
誘
導

す
る
と
の
こ
と
だ
が
内
容
は
。 

　
　
　
殿
町
・
大
師
河
原
地
域
や
浜
川
崎
駅
周

辺
地
域
に
併
せ
、
水
江
町
公
共
用
地
地
区
も
再

生
を
先
導
す
る
エ
リ
ア
と
位
置
づ
け
戦
略
的
に

立
地
誘
導
す
る
。
臨
海
部
の
産
業
再
生
の
活
性

化
の
た
め
、
企
業
誘
致
・
産
業
立
地
促
進
を
目

的
に
地
域
再
生
計
画
を
策
定
し
、
国
か
ら
認
定

さ
れ
た
た
め
、
二
十
年
一
月
か
ら
民
間
事
業
者

を
公
募
な
ど
で
選
定
し
、
二
十
年
度
に
土
地
開

発
公
社
か
ら
当
該
地
を
再
取
得
し
、
民
間
事
業

者
へ
の
貸
し
付
け
を
予
定
し
て
い
る
。 

 

　
青
少
年
科
学
館 

　
　
　
改
築
場
所
は
ど
こ
に
決
定
し
た
の
か
。

ま
た
施
設
規
模
や
コ
ン
セ
プ
ト
、
完
成
時
期
は
。 

　
　
　
現
在
の
本
館
を
改
修
し
西
側
隣
接
地
に

新
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
を
含
む
新
築
棟
を
建
設
す

る
。
施
設
規
模
は
本
館
を
含
め
延
べ
三
千
二
百

八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
で
開
館
以
来
二
十
五
年
間

に
培
っ
た
調
査
、
研
究
な
ど
の
実
績
を
継
承
発

展
さ
せ
市
民
と
協
働
し
と
も
に
歩
み
育
つ
自
然

系
博
物
館
を
目
指
す
。
ま
た
教
育
普
及
活
動
な

ど
博
物
館
と
し
て
必
要
な
機
能
を
十
分
発
揮
で

き
る
施
設
整
備
を
図
り
な
が
ら
、
生
田
緑
地
内

の
総
合
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
機
能
な
ど
の
利

用
者
の
利
便
性
を
高
め
る
整
備
を
検
討
し
、
二

十
年
度
、
二
十
一
年
度
に
基
本
設
計
と
実
施
設

計
を
行
い
、
二
十
二
年
度
に
着
工
、
二
十
三
年

度
の
完
成
を
目
指
し
て
検
討
し
て
い
る
。 

           

　
高
齢
者
介
護
サ
ー
ビ
ス 

　
　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
現
在
ユ
ニ
ッ

ト
型
個
室
で
整
備
さ
れ
て
お
り
、
生
活
保
護
受

給
者
は
個
室
に
入
居
で
き
な
い
と
の
こ
と
だ
が

理
由
は
。 

　
　
　
国
の
全
国
統
一
的
な
処
理
基
準
で
あ
る

「
生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
介
護
保
険
施
設
の

個
室
等
の
利
用
等
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」

に
よ
り
、
現
行
の
生
活
保
護
制
度
で
は
個
室
の

居
住
費
は
全
額
入
居
者
負
担
と
な
り
、
個
室
へ

の
入
居
が
難
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

　
地
域
療
育
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
障
害
者
支
援
の
専
門
家
が
少
な
く
障
害

児
の
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
が
不
十
分
と
の
声

が
あ
る
が
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
仮
称
西
部

地
域
療
育
セ
ン
タ
ー
の
設
置
で
解
消
す
る
の
か
。 

　
　
　
三
カ
所
の
セ
ン
タ
ー
が
発
足
し
た
平
成

三
年
度
に
比
べ
三
倍
近
い
利
用
者
増
の
た
め
専

門
職
に
よ
る
指
導
・
訓
練
な
ど
に
待
機
が
生
じ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
解
消
す
る
た
め

宮
前
区
に
四
カ
所
目
の
療
育
セ
ン
タ
ー
を
整
備

し
、
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。
職
員
は
現
行

体
制
に
加
え
専
門
医
の
配
置
な
ど
専
門
機
能
を

強
化
し
、
基
本
業
務
は
既
存
の
セ
ン
タ
ー
と
同

様
の
事
業
に
発
達
障
害
へ
の
支
援
機
能
を
付
加

す
る
予
定
で
あ
る
。 

 

　
保
育
緊
急
五
カ
年
計
画 

　
　
　
人
口
急
増
地
域
で
は
待
機
児
童
解
消
が

重
要
な
課
題
だ
が
進
捗
状
況
は
。 

　
　
　
認
可
保
育
所
は
新
築
三
カ
所
、
改
修
一

カ
所
、
認
可
化
一
カ
所
の
整
備
を
進
め
て
い
る
。

小
規
模
認
可
保
育
所
は
駅
周
辺
に
十
カ
所
開
設

す
る
た
め
、
応
募
し
た
保
育
事
業
者
の
中
か
ら

選
考
を
行
い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
し

た
。
ま
た
か
わ
さ
き
保
育
室
は
十
九
年
度
内
に

二
カ
所
、
商
店
街
店
舗
活
用
保
育
施
設
は
一
カ

所
の
開
設
を
予
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
家
庭
保

育
福
祉
員
は
利
用
児
童
数
が
当
初
の
三
十
三
人

か
ら
七
人
増
え
、
計
画
数
を
上
回
る
四
十
人
と

な
っ
て
い
る
。 

 

　
特
殊
勤
務
手
当
の
見
直
し 

　
　
　
現
在
の
二
十
あ
る
手
当
を
十
三
に
統
廃

合
し
縮
減
を
図
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
手
当
の
総
額
は
。
ま
た
今
後
の
見
直
し
は
。 

　
　
　
現
在
の
二
十
手
当
で
は
十
九
年
度
見
込

み
額
で
約
五
億
九
千
六
百
万
円
と
な
る
。
こ
の

度
の
見
直
し
に
よ
る
十
三
手
当
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
見
直
し
に
伴
う
経
過
措
置
な
ど
を
勘
案
し

た
見
込
み
額
で
約
四
億
九
千
八
百
万
円
と
な
る
。

今
後
も
市
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
な
ど
を
踏
ま
え
引
き
続
き
見
直

し
を
進
め
て
い
き
た
い
。 

 

　
老
人
医
療
費
助
成
条
例
の
廃
止 

　
　
　
制
度
廃
止
に
代
わ
る
新
た
な
支
援
策
は
。 

　
　
　
廃
止
に
伴
う
医
療
費
負
担
増
を
軽
減
す

る
た
め
、
廃
止
時
の
助
成
対
象
者
に
は
七
十
歳

に
な
る
ま
で
負
担
割
合
が
二
割
と
な
る
経
過
措

置
を
設
け
る
と
と
も
に
、
医
療
費
負
担
が
増
加

す
る
方
に
は
年
額
一
万
円
の
現
金
支
給
を
最
長

三
年
間
実
施
す
る
。 

 

　
こ
の
ほ
か
、
い
じ
め
対
策
、
仮
称
リ
サ
イ
ク

ル
パ
ー
ク
あ
さ
お
整
備
事
業
ご
み
焼
却
処
理
施

設
建
設
工
事
請
負
契
約
の
締
結
な
ど
に
つ
い
て

質
問
が
あ
り
ま
し
た
。 

   

　
代
表
質
問
の
用
語
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。 

な
お
、取
り
上
げ
た
用
語
の
横
に
線（
＊
　
　
）

を
付
け
て
い
ま
す
。 

 

◆
都
市
計
画
基
礎
調
査
（
二
面
） 

　
都
市
計
画
法
に
基
づ
き
、
土
地
利
用
現
況
や

建
物
現
況
、
都
市
施
設
、
市
街
地
整
備
の
状
況

な
ど
を
把
握
す
る
た
め
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に

行
わ
れ
る
調
査
で
す
。 

 

◆
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
二
面
） 

　
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
の
た
め

十
六
年
に
成
立
し
た
法
律
で
、
国
や
地
方
公
共

団
体
の
基
本
的
施
策
と
し
て
、
相
談
や
情
報
の

提
供
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

◆
地
域
再
生
計
画
（
三
面
） 

　
地
域
再
生
法
に
基
づ
き
、
地
域
経
済
の
活
性

化
や
雇
用
の
創
造
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

地
域
特
性
を
踏
ま
え
て
国
へ
支
援
措
置
を
提
案

し
、
そ
の
認
定
を
受
け
る
も
の
を
い
い
ま
す
。 

 

◆
高
度
地
区
（
三
面
） 

　
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
地
域
地
区
の
一
つ
で
、

市
街
地
の
環
境
を
維
持
し
、
土
地
利
用
の
増
進

を
図
る
た
め
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
ま
た

は
最
低
限
度
を
定
め
る
も
の
で
す
。 

＊ 

＊ 

専決処分とは？ 

議会が議決すべき条例や予算などについて、市長が議会に代わって処理す
ることを専決処分といいます。 
専決処分は、地方自治法により２種類定められています。  
（１）議会が成立しない場合や議会を招集する時間的余裕がないと認める場合、
　  議会で議決すべき事件を議決しない場合など（第179条第1項） 
（２）議会の権限に属する軽易な事項を議会が議決により特に指定した場合 
     （第180条第1項） 
　※市では、1件100万円以下の事件の和解・調停を行うことや、交通事故な
　　どの損害賠償額を定めることなどを指定しています。 

なお、（1）の場合、市長は議会に報告し承認を求めなければなりませんが、 
（2）の場合は議会に報告するだけで承認は要りません。 
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